
（案） 

福島国際研究教育機構ワーキンググループの開催について 

 

 

 

 

 

１．福島復興再生特別措置法（平成 24 年法律第 25 号）に基づき、復興推進委員会が福島

国際研究教育機構（以下「機構」という。）の中期目標等に対し意見を行うに際し、機構

の業務特性に応じた実効性のある意見を行うために専門的・客観的な立場から検討を行

うことを目的とし、福島国際研究教育機構ワーキンググループ（「以下「ワーキンググル

ープ」という。）を開催する。 

 

２．ワーキンググループの構成員は、優れた識見を有する者のうちから復興推進委員会の

委員長が選任する。 

 

３．ワーキンググループに座長を置き、構成員の互選により選出する。座長はワーキング

グループの議事を統括する。 

 

４．座長が不在のときは、座長の指名する構成員がその職務を代行する。 

 

５．座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。 

 

６．ワーキンググループの庶務は、復興庁に置かれる統括官が処理する。 

 

７．前各項に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関する事項その他必要な事

項は、座長が定める。 
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福島国際研究教育機構ワーキンググループ  

構成員名簿（案） 

 

○奥山
おくやま

 修司
しゅうじ

  福島大学経済経営学類教授 

 

 ○関
せ き

 奈央子
な お こ

  ななくさ農園・ななくさナノブルワリー 

 

   高橋
たかはし

 真木子
ま き こ

 金沢工業大学大学院イノベーションマネジ 

メント研究科教授 

 

   羽生
はにゅう

 貴弘
たかひろ

  東北大学電気通信研究所所長・教授 

 

   藤沢
ふじさわ

 烈
れ つ

   一般社団法人 RCF 代表理事 

 

（敬称略） 

※〇は復興推進委員会委員 

 


